
○ 食品流通の現状と課題

食品物流は、トラックによる輸送が97％を占め、
特に、生鮮食品の輸送では、次のような特徴がある。
① 手積み、手降ろし等の手荷役作業が多い。
② 出荷量が直前まで決まらないこと、市場や物流センターでの
荷降ろし時間が集中することにより、待ち時間が長い。

③ 産地が消費地から遠く、長距離輸送が多い。
→ 輸送費の引上げだけでなく、取扱いを敬遠される事例が出てきている。

【各地から東京までの距離とトラック輸送時間】

北海道（帯広）
1,300ｋｍ、18時間

青森 700km、10時間

高知 800km、12時間

宮崎 1,400km、19時間

東京都中央卸売市場

出典：農林水産省生産局「青果物流通をめぐる現状と取組事例」

苫小牧釧路

大洗
日立

（点線：北海道からのトラック輸送形態
（トラック→フェリー→トラック））

出典：国土交通省「貨物地域流動調査・旅客地域流動調査（2021年度）」
「航空貨物動態調査（2022年度）」

JR貨物「2021（令和3）年度輸送実績」
※各種統計における農水産品及び食料工業品の合計値を基に農林水産省にて
推計したものであり、実数とは異なる場合がある。

【食品流通のモード別輸送形態】

【輸送品類別 拘束時間の内訳】

出典：国土交通省「トラック輸送状況の実態調査（R２）」

自動車
海運
鉄道
航空

531,817千トン（96.8%）
12,985千トン（ 2.4%）
4,430千トン（ 0.8%）
0.23千トン（ 0.0%）
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○ 物流の2024年問題の影響

〇 トラックドライバーの長時間労働是正のため、2024年度からトラックドライバーに時間外労働の上限規制（年960時間）
が適用。

〇 物流効率化に取り組まなかった場合、労働力不足による物流需給がさらに逼迫するおそれがあり、コロナ前の2019年比
で最大14.2％（4.0億トン）の輸送能力不足※が起こると試算されている。（物流の2024年問題）

〇 さらに、2030年には、34.1％（9.4億トン）の輸送能力不足※が懸念される。
※株式会社NX総合研究所試算（2022年11月11日）

法律・内容 2018年
度

2019年
度

2020年
度

2021年
度

2022年
度

2023年
度

2024年
度

労
働
基
準
法

時間外労働の上限規制
(年720時間)の適用

【一般則】
大企業
に適用

中小企
業に適
用

時間外労働の上限規制
(年960時間)の適用
【自動車運転業務】

適用

月60時間超の時間外割
増賃金引き上げ

（25%→50%）の
中小企業への適用

適用

現行 2024年4月以降（原則）

改
善
基
準
告
示
（
抄
）

年間拘束時間 3,516時間 3,300時間

1ヶ月の拘束時間 293時間 284時間

1日の拘束時間 13時間 13時間

休息時間 継続8時間以上 継続11時間を基本とし、
9時間下限

〇 トラックドライバーの働き方改革 〇 「物流の2024年問題」の影響により不足する
輸送能力試算（NX総合研究所）

不足する輸送能力の割合（不足する営業用トラックの輸送トン数）

１４．２％（４．０億トン）

○全体

○発荷主別（抜粋） ○地域別（抜粋）

業 界 不足する
輸送能力割合

農産・水産品
出荷団体 ３２．５％

紙・パルプ
（製造業） １２．１％

建設業、建材
（製造業） １０．１％

自動車、電気・機械・
精密、金属
（製造業）

９．２％

地 域 不足する
輸送能力の割合

中 国 ２０．０％

九 州 １９．１％

関 東 １５．６％

中 部 １３．７％
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○ 「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント
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31ー１ 物流2024年問題への対応のうち

持続可能な食品流通総合対策事業

＜対策のポイント＞
喫緊の課題である「物流の2024年問題」に対処するとともに、今後の労働力不足や将来のフィジカルインターネット物流に対応しうる新たな食品流通網を構

築するため、多様な関係者が一体となって取り組む①物流の標準化、デジタル化等に必要なソフト面の実装、②物流の自動化、省力化、品質管理に必要な
設備・機器の導入、③中継共同物流拠点となるストックポイントの整備を総合的に支援し、将来にわたって持続可能な食品流通を実現します。

＜事業目標＞
物流の効率化に取り組む地域を拡大

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．物流生産性向上推進事業 550（－）百万円
① 推進事業

関係事業者に対し、本事業を活用した物流改善の提案を行い、関係者による協
議会の設置や事業実施に当たっての指導・助言を行うとともに、優良事例の発信を
支援します。

② 物流生産性向上実装事業
物流の標準化（パレット、外装、コード等）、デジタル化・データ連携（伝票の
電子システム、トラック予約システム、デジタルせり等）、モーダルシフト、ラストワン
マイル配送等に必要なソフト面の実装を支援します。

③ 物流生産性向上設備・機器導入事業
物流の標準化、デジタル化・データ連携等の効果をより発現するため、物流の自動
化・省力化・品質管理に必要な設備・機器の導入を支援します。

２．中継共同物流拠点施設整備事業 2,500（－）百万円
新たな食品流通網の構築に必要となる中継共同物流拠点の整備を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（１の事業）大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 （03-3502-5741）
（２の事業） 食品流通課卸売市場室（03-6744-2059）

【令和６年度予算概算要求額 3,050（－）百万円】

国

食品流通業者等で
構成される協議会

定額、1/2

民間団体等
（１①の事業）

定額

（１②③の事業）

卸売市場

中継共同
物流拠点

消費地での
配送

中継共同
物流拠点

産地での
集荷

中継輸送

中継共同
物流拠点

モーダルシフト

産地 物流事業者卸売業者 ITベンダー 等

地域の流通関係者による
協議会 小売業者

補助事業を活用した実装、設備・機器導入、施設整備

新たな食品流通網の構築

共同配送システム

の導入

パレタイザー

＜②設備・機器の導入支援＞

冷蔵庫

＜③中継共同物流拠点の整備＞

標準パレットでの

輸送

＜①実装支援＞

協議会を構成する
流通業者、物流業者、
卸売市場開設者 等 （２の事業）

4/10、1/３

大型車に対応したトラックバース

コールドチェーン確保のための冷蔵設備

4



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．卸売市場施設整備

生鮮食料品等の流通の核としての機能の高度化、防災・減災
への対応、農林水産物の輸出拡大、食料安全保障に対応した生
鮮食料品等の流通を実現するため、

① 品質・衛生管理の強化

② 物流業務の効率化、省力化

③ 保管調整機能の強化

④ 輸出先国までの一貫したコールドチェーンシステムの確保

⑤ 輸出先国が求める衛生基準の確保

等に資する卸売市場施設の整備を支援します。

２．共同物流拠点施設整備

物流効率化やCO2排出削減に資する共同配送・モーダルシフト
のためのストックポイント等の共同物流拠点施設の整備を支援し
ます。

共同物流拠点

鉄道輸送

海上輸送

全天候型で、左右どちらにも荷
下ろし可能な中央通路

【効率・衛生的な荷下し
・荷積み環境】

【令和６年度予算概算要求額 17,622（12,052）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
卸売市場の物流機能を強化し、将来にわたって生鮮食料品等の安定供給を確保するため、物流の標準化やデジタル技術等の活用による業務の効率化・

省力化、防災・減災への対応を図り、幹線輸送、有機農産物や小口需要対応、輸出拡大の拠点となり得る卸売市場施設等の整備を支援します。

＜事業目標＞
○ 場内物流改善体制の構築に取り組んでいる卸売市場数（55市場［令和６年度まで］ ）
○ 共同物流拠点における入荷時のトラックの積載率と比較して、出荷時の積載率を10％以上向上

＜事業の流れ＞

交付（定額）

国 都道府県 卸売市場開設者等

4/10、1/3以内

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-6744-2059）

２．共同物流拠点施設整備

１．卸売市場施設整備

37 食品流通拠点整備の推進（強い農業づくり総合支援交付金の一部）

航空輸送

【買受人、実需者の
利便性の向上】

非常用電源

【防災機能の強化】

【温度管理、貯蔵保管機能の
強化】

需要に対応した大小の定温施設

大規模流通に対応した保管施設

【場内物流の効率化】

温度管理に対応し、効率
的に作業できる買荷保管
積込所

外気の影響を受けない
ドックシェルター

トラック輸送

多段移動台車 棚上搬送ロボット

場内作業の自動化

【場内物流の効率化】

効率的な施設配置とレイア
ウトの自由度が高い売場
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